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主体・選択 

改革 

１ 各中学校における部活動方針の制定 

◆各校で部活動方針を作成 ⇒教職員、生徒及び保護者，地域に周知 （⇒東根市教委に報告） 

東根市教育委員会 

１ 部活動基本方針 
学校教育の一環として行われる部活動は，異年齢との交流の中で，生徒同士や教員との人間関係を

構築したり，生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど，教育的意義が大きい活動であ
る。また，生徒自身にとっても中学校生活の大きなウェイトを占め，人間形成においても大きな影響
を与える大切な活動である。 
しかし，一方では，少子化が進展する中，学校部活動を従前と同様の体制で運営することが難しく

なってきている。また，勝利至上主義から，生徒の健康が危惧される程の過度な活動が行われたり，
全ての生徒の学習の成果が発揮されることのない運営・指導体制に陥ったりするとともに，専門性や
意思に係らず，教師が顧問を務めるこれまでの指導体制よる，教員の心身の負担増大なども指摘され
ている。 
このことを踏まえ，生徒・保護者・教員にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を構築するとい

う観点のひとつとして学校部活動が存在し，その意義を下記に明確に示し，適正に実施されることを
目指す。 
１ スポーツや文化芸術等に親しむことを通して，バランスのとれた心身の成長と，豊かな生涯ス

ポーツあるいは生涯学習を実現するための資質・能力の育成を図る。 
２ 部活動内容の効率化・効果化と，体罰・ハラスメントの根絶等，適正な指導体制を構築し，生

徒の自主的で自発的な参加を大切にする。 
３ 学校として，土日・休日・祝日（以下休日）部活動の令和８年度地域移行を視野に入れた，適

正な教育計画を構築する。 
４ これからの部活動の在り方について，保護者・地域の理解を得るための啓発に取り組み，連携・

協働して，持続可能なスポーツ・文化芸術環境をつくる。 

４ 部活動の休養日及び活動時間 

  

 

 

 

 

 

令和８年度から休日は，両日完全休養日 

 

５ 年間活動計画及び年間活動実績 

◆部活動顧問は，年度当初に年間活動計画を作成し，校長に提出 

※年度中の変更も，校長に提出 

◆部活動顧問は，年度末に年間活動実績を作成し，校長に提出（⇒東根市教委に報告） 

６ 学校管理下外の生徒の活動 

◆学校外クラブ等の所属状況を把握 

・必要に応じ「心身の健康・安全」の

視点で助言 

 ◆任意加入であることの確認 

７ 大会，発表会，コンクール等への参加 

◆参加する大会等の精査 

 ◆県外開催大会等は，校長，教育委員会の承認 

◆学校外クラブ等所属生徒の参加状況を把握 

・必要に応じ「心身の健康・安全」の視点で助言 
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◆休養日 

平   日 週当たり１日以上 

土・日曜日 原則，両日休養日 

休日・祝日 原則，休養日 

長期休業日 連続した休養日を設定 

８ 部活動運営委員会の設置及び保護者、地域との連携 

各校の部活動方針を説明し、理解と協力を得る 

◆「部活動」組織の捉え 

◆保護者会が単独で練習会等を行わないこと 

◆部活動運営費の管理を保護者会で行うこと 

２ 適切な指導の実施 

◆顧問・部活動指導員・校長委嘱指導者による，体罰・ハラスメントの根絶。 

◆活動時間 

平   日 校長が定めた２時間以内 

土・日曜日 活動する場合３時間程度 

３ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の構築 

◆任意加入制 ◆性別・障がいを問わず，一人一人の違いに応じた挑戦の支援 

◆適切な教育課程による部活動体制づくり 

・始業前活動は行わない。 
・テスト前の部活動休止期間を定める。 
・大会参加等，性格上による超過活動時間を 
「休日」で調整する。 


